
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人若山資雄および同林武雄の各上告理由について。

　原審がその挙示の証拠により確定した事実関係に照らせば、上告人の被上告人に

対する原判示金員の支払が賃料としてではなくて単なる儀礼的贈物としてなされた

にすぎなかつた旨の原審の判断は、是認することができる。論旨は、原審の認定し

ない事実を主張して、原審の判断を非難するに帰するものであつて、原判決に所論

の違法は認められない。したがつて、論旨はいずれも採用できない。

　よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。
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